
令和4年度国民年金保険料
免除・納付猶予申請の受け付けが始まります

■国民年金保険料の納付に困ったら
　収入の減少や失業などにより、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、申請手続き
をすることで保険料の納付が免除または猶予されます。2年1カ月前までさかのぼって申請できます。
　令和4年度（令和4年7月～令和5年6月分）の申請の受け付けは7月1日からです。また、令和4年5
月から国民年金第1号被保険者の保険料免除・納付猶予申請について、マイナポータルを利用した
電子申請ができるようになりました。詳しくは日本年金機構のホームページを確認してください。

定額保険料
（月額）

令和4年度

全 額 免 除
4 分 の 3 免 除
半 額 免 除
4 分 の 1 免 除

納付猶予（※1） 0円 0円 0円 年金額に反映されない（※2）

0円
4,150円
8,300円

1万2,440円

1万6,590円
0円

4,150円
8,310円

1万2,460円

1万6,610円
令和3年度

0円
4,140円
8,270円

1万2,410円

1万6,540円
令和2年度 将来受け取る

老齢基礎年金額
全額納めた場合の　8分の4
全額納めた場合の　8分の5
全額納めた場合の　8分の6
全額納めた場合の　8分の7

■追納制度
　　免除・納付猶予後の保険料は、10年以内であれば後から納めることで、老齢基礎年金の受給額を満額に近づけるこ
とができます。ただし、3年度以上前の期間をさかのぼって納付する場合、加算金がつきます。
■問い合わせ先　▽半田年金事務所　（21）2375　▽住民福祉課医療年金係　（48）1111（内1116）

※1　平成28年度以降の申請から対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大しました。（令和12年6月まで）
※2　納付猶予の期間は、障害基礎年金や遺族基礎年金の受給資格要件には算入されますが、年金額には反映されません。

　町の国民健康保険加入者の皆さんへ令和4年度の納税通知書を7月中旬に送付します。不明な点などあり
ましたら住民福祉課医療年金係まで問い合わせください。

令和4年度の変更点
①全ての納付書を一括して送付します（納付書での納付対象者のみ）
※　令和3年度までは各期の月初めに納付書を送付していましたが、令和4年度より納税通知書と共にすべての納付
書を一括して送付します。年度の途中で税額に変更があった場合は、変更通知と共に改めて納付書を送付しますの
で、必ず変更後の納付書を使用してください。

②所得割税率・均等割額が変わります（下表を確認してください）

③子ども（未就学児）の均等割額の軽減（軽減を受けるための申請は不要です）
　子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入されている子ども（未就学児）の均等割額の5割を
軽減します。
※　②・③について詳しくは町ホームページまたは広報あぐい令和4年4月15日号をご覧ください。
■問い合わせ先　住民福祉課医療年金係　（48）1111（内1117・1118）

免除の種類所得審査対象者 所得基準（申請年度の前年所得）
全 額 免 除
4分の3免除
半 額 免 除
4分の1免除
納 付 猶 予

本人・配偶者・世帯主

本人・配偶者

（扶養親族等の数+1）×35万円+32万円
88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など
168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など
（扶養親族等の数+1）×35万円+32万円

■審査基準

所得割税率 6.0％

2万1,000円

2万円

63万円

6.5％

2万6,000円

据え置き

据え置き

2.0％

8,000円

7,000円

19万円

2.5％

1万円

据え置き

据え置き

1.5％

1万円

8,000円

17万円

2.5％

1万2,000円

据え置き

据え置き

改正前 改正後 改正前 改正後 改正前 改正後

医療給付費分 介護納付金分
（40歳～64歳）後期高齢者支援金分

均等割額
(1人当たり)
平等割額
(1世帯当たり)
賦課限度額

区分

国民健康保険税の納税通知書を送付

▲日本年金機構
　ホームページ
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10.人や国の不平等をなくそう
各国内・各国間の不平等を是正するＳＤＧｓ17の目標

修正指示　6月　  日　  時まで 校了日　6月23日


